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公民 学習プリント「よのなか」 
 
選挙について 主権者である国民は選挙によって選ばれた国会の代表者を通じて行動する。 

それでは、その選挙はどのような方法で行われているのか。 
 
【資料１】選挙の棄権に罰則を与えている国 

ベルギーでは、選挙で棄権をすると罰金刑が科される。度重なると罰金が重くなり、15年間に 4度を
超えた場合は、10 年間選挙人名簿から抹消され、公職にもつけない。オーストラリアでは、最高 10 ド
ルの罰金刑が科される。つまり、選挙は国民の義務であり、「棄権」は「違反」ということになる。世界

にこうした義務投票制をとる国は少なくとも 23 か国ある。うち、12 か国は罰則が付く。多くは罰金だ
が、ギリシャのように一定期間身体的自由を拘束する「自由刑」をもうけている国もある。 
 
考えてみよう！ 
「日本は投票率を上げるために、罰金刑を導入すべきである！ 

 
 
 
 
 
 
教科書で調べよう 
 選挙の原則・法則や選挙制度について、教科書で調べよう！（P○○～P○○にあります） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 賛成    イ 反対 
＜理由＞ 

 

（１）選挙の原則について調べよう 
  ①一定の年齢に達すればすべての国民に選挙権が与えられること 
  ②一人が 1票をもつこと 
  ③無記名投票が行われること 
④有権者が直接投票する 

（２）日本の選挙の方法について定められた法律は何か 
（３）議員を選ぶ方法について調べよう 
  ①各選挙区から 1人ずつ選ぶ方法を何というか？ 
  ②政党に投票し、各政党の得票率に応じて議席を配分する方法を何というか？ 
（４）衆議院議員の選挙では、小選挙区制（300）と、全国を 11のブロックに分けた比例代表制（180）
とを組み合わせて定数 480名の議員を選出しているが、この制度を何というか？ 

（５）選挙をめぐる問題について 
  ①選挙区の区割りにより、議員 1人当たりの有権者数に差が出ることを何というか？ 
  ②政治家や政治団体の収入や支出の報告を義務付けた法律は？ 
 ③選挙運動で違反があれば候補者の当選も無効になる制度は？ 
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考えてみよう 公職選挙法クイズ 
認められていると思うものには○、禁止されていると思うものには×をつけなさい。 
①（  ）選挙区内の選挙区民に対して年賀状を出す。 
②（  ）候補者の中学生の娘が、父親の応援演説を街頭で行った。 
③（  ）候補者が無作為に電話をかけて「一票よろしくお願いします」と言う。 
④（  ）候補者が無作為に「一票よろしくお願いします」と記載したメールを配信する。 
⑤（  ）候補者が慰労のため選挙運動員にレストランで食事をごちそうする。 
⑥（  ）候補者が選挙事務所に激励に訪れた人に対し、コーヒーとサンドウィッチを出す。 
⑦（  ）候補者が選挙事務所に激励に訪れた人に対し、お茶とおまんじゅうを出す。 
⑧（  ）候補者が選挙人一軒一軒の家を訪問し、たまたま在宅していた人たちに「私に一票よろしく」

という。 
⑨（  ）候補者がデパートでたまたま会った知り合いの選挙人に「私に一票よろしく」という。 
⑩（  ）対立候補者の悪口を言う演説を行う。 
 
 
 

小選挙区制 

・１つの選挙区から１人ずつを選んでいく選挙の

やり方。 

・例）２９期生から４人の学年代表を選ぶとした

とき、各クラスから１人ずつ選んでいくやり方。 

・大政党に絶対有利。政局は安定する。 

・死票（落選者に投じられた票）が多くなる。 

大選挙区制 

・１つの選挙区から２人以上を選んでいく選挙の

やり方。 

・例）２９期生から４人の学年代表を選ぶとした

時、学年全体から４人選ぶやり方。 

・小政党にもチャンス有り 

・選挙区が広いので、選挙運動に金がかかる。 

比例代表制 

・政党名を投票し、その得票率に応じて、議員

の数を政党に配分する。 

・国民の意見が、そのまま政党の議員数につな

がる。 

・小政党にもチャンスあり。 

・死票が減る。 

ドント方式 

 Ａ党 Ｂ党 Ｃ党 Ｄ党 Ｅ党 Ｆ党 

得票数 15000 8000 6500 2500 1000 500 

÷１ 15000 8000 6500 2500 1000 500 

÷２ 7500 4000 3250 1250 500 250 

÷３ 5000 2666.7 2166.7 833.3 333.3 166.7 

÷４ 3750 2000 1625 625 250 125 

÷５ 3000 1600 1300 500 200 100 

÷６ 2500 1333.3 1083.3 416.7 166.7 83.3 

÷７ 2142.9 1142.9 928.6 357.1 142.9 71.4 

… … … … … … … 

議席数 ５議席 ３議席 ２議席 ０議席 ０議席 ０議席 

 

現在の国政選挙の方法 

・衆議院議員選挙の場合 
 ①日本を３００の選挙区に分け、小選挙区制
で計３００名を選ぶ。 

 ②全国を１１のブロックに分けた選挙区で
比例代表制を行い計１８０名を選ぶ。 
・参議院議員選挙の場合 
 ①各都道府県を選挙区として、それぞれ２～
１０名、計１４６名を選ぶ（大選挙区制）。 

 ②日本全国を１つの選挙区として比例代表
制を行い計９６名を選ぶ。 

「一票の格差」 

・主に国政選挙などで有権者が投じる票の価値

の差のことである。 

・有権者数が少ない選挙区ほど有権者一人一人

の投じる１票の重みは大きくなる。 

【衆議院】 議員 1人当たりの有権者数 【参議院】 

高知３区 26万 4014人   鳥取県   30万 5217人 
兵庫６区 57万 4811人   神奈川県 144万 8896人 

      ⇒2.18倍                 ⇒4.75倍 


